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市税公民館出張徴収の日程（12月）
納税課・国民健康保険課では下記の日程で市
税の公民館での出張徴収を実施いたします。
対象税目は市県民税、固定資産税、軽自動車税、
国民健康保険税となっております。この機会
に納めてくださるようお願いいたします。
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※今月は「納税月間」です。
　「市税の納め忘れはございませんか、今一度ご

確認ください」

市税・口座振替ご利用のみなさまへ
　これまで、市税（固定資産税・市県民税・軽自
動車税・国民健康保険税）を口座振替で納付して
いただいている皆さまへ口座振替通知を送付して
おりましたが、平成 18 年１月から廃止致しました。
　口座振替ご利用の皆さまは、預金通帳へ記帳し
ていただき市税振替の確認をお願いしております。
　確定申告用として納付状況が必要な方は、平成
18 年度固定資産税第 3 期振替（平成 18 年 12 月
25 日）後、平成 19 年１月中旬頃「納付状況通知書」
を送付致します。
　※貸アパート・貸家・貸土地などから収入を得
ている方が対象になります。
お手数ですが納税課までご連絡をお願い致します。
　なお、国民健康保険税については、該当者全員
に「納付状況通知書」を送付致します。
【納 　 税 　 課】☎９７３−１０９９
【国民健康保険課】☎９７３−３２０２

　県では、現在「自動車税滞納整理強化月間」を
実施しており、自動車税の滞納の一掃に努めてい
ます。
　催告をしても納めない方には、財産の差押えを
行っています。まだ納めていない方は、今すぐ、
お近くの銀行、農協等で納めて下さい。
※お問い合わせは自動車税事務所、各県税事務所、
支所県税課まで

今月は自動車税滞納整理強化月間です！
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